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パブリックコメント実施結果調書

案件の名称 大泉町重層的支援体制整備事業実施計画（素案）

意見等の募集期間 令和７年１１月１０日（月）～令和７年１２月９日（火）

意見等の受付件数 （郵便 0人・HP 0人・LINE 0人・メール 1人・FAX 0人・持参 0人）

「パブリックコメント手続」に関するお問い合わせ先

　　　大泉町役場 健康福祉 福祉課 社会福祉係

住所：大泉町大字吉田２４６５番地 保健福祉総合センター　１階　３番窓口

０２７６－６２－２１２１ （内線　７３２　　） 0276-62-2108

fukusi@town.oizumi.gunma.jp

実施担当部署 健康福祉 部 福祉 課
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変更前 変更後 変更した理由

変更はございません
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 １０ページの（４）では、アウトリーチを行う
にあたり、ニーズの把握を行いますとある
が、大泉町独自で基幹相談支援センター
がある。今まで１市４町と一緒に連携を図り
アウトリーチを行ってきていたが、大泉町
単体で基幹相談支援センターを始めてし
まったため今後の他市との連携はどのよう
に図っていくと考えますか。基幹相談支援
センターについて、館林市や邑楽町では予
算をつけているのに、なぜ大泉町にはつけ
ていないのでしょうか。今後、自立支援協
議会と基幹相談支援センターとの連携はど
のように考えていますか。

（４）アウトリーチ等を通じた継続的支援事
業は、支援の手が届いていない人に対し
て訪問等を行い、関係構築から生活の安
定までを継続的に見守る事業であり、基
幹相談支援センターで実施している事業と
は異なります。
　また、基幹相談支援センターにつきまし
ては、町職員で対応しているため、個別の
予算措置は行っておりません。
　重層的支援体制事業において、基幹相
談支援センターは重要な機関の一つとな
りますので、他自治体、自立支援協議会
等を含めた関係機関と今後も引き続き会
議等の各機会を通じて情報共有等の連携
を図ってまいります。
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